
川崎市共済告示第１号 

  

 川崎市職員共済組合定款（昭和３７年１２月１日共済告示第４号）の一

部を変更したのでここに告示する。 

 

   令和７年３月３１日 

 

川崎市職員共済組合 

理事長 加藤 順一 

 

第３４条の２第１項の表中「１，０００分の５３．２」を「１，０００

分の５２．０」に、「１，０００分の９．０」を「１，０００分の８．０」

に、「１，０００分の２．５９」を「１，０００分の２．５２」に改める。 

第３４条の３中「１，０００分の１０６．４」を「１，０００分の１０

４．０」に、「１，０００分の１８．０」を「１，０００分の１６．０」

に改める。 

第３５条の２中「令和６年度」を「令和７年度」に、「２，３０５円」

を「２，３９５円」に改める。 

 

附 則（令和７年３月 日共済告示第１号） 

１ この変更は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第３４条の２第１項及び第３４条の３の規定は、令和７年４

月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年

３月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従

前の例による。 


